
















　父母または祖父母から住宅取得等資金の贈与を受け
る場合にこの特例の適用を受ければ、2,500万円の特別
控除を適用して贈与税を計算し、その後の贈与者の相続
発生時に相続税で精算します。
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例えば、2014年4月1日に取得した自宅を
2019年5月2日に売却した場合。
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建物状況調査を利用しましょう！

　専門家（既存住宅状況調査技術者）が、基礎や外
壁のひび割れ、雨漏りなど、住宅の劣化状況や欠陥
の有無などを目視や計測等により調査することを
「建物状況調査」といいます。調査により自宅の状況
を把握できるので安心して取引することができるだ
けでなく、調査結果は、その後のリフォームやメンテ

ナンスの参考にもなります。なお、調査実施の有無
にかかわらず、万一、自宅の引渡し後に雨漏りなどの
問題が見つかれば、原則として売主はその補修等の
責任を負うことになるため、売主の経済的な負担を
カバーする「既存住宅売買瑕疵保険」への加入も検
討してみましょう（詳しくは、別冊「これで安心！　中
古住宅編」をご覧ください）。









　民法改正により瑕疵担保責任は契約不適合責任へと
変わります。
　引き渡された住宅が品質等に関して契約の内容に適合
しない場合に、売主は買主に対して責任を負うことになり
ます。買主は売主に、補修や代替物等の引渡し請求、代金
の減額請求、損害賠償請求または契約解除権の行使がで
きます。

契約不適合責任（令和2年4月1日~）
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　住宅ローンを利用して
家を買った場合、一定の
要件を満たせば、原則10
年間にわたり年末の借入
残高（対象額には上限が
あります）に応じて毎年一
定の金額を所得税額から
控除することができます。
これを「住宅ローン控除」

と呼んでいます。この制度を利用するためには、原則と
して取得した住宅に入居した翌年の2月16日から3月15
日までの間に申告を行う必要があります。なお、会社員
などの給与所得者は、2年目から会社の年末調整で手続
きできます。
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